
○

特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
二
十
二
号
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
二
十

（
略
）

一
～
二
十

（
略
）

二
十
の
二

外
国
会
社
報
告
書

法
第
二
十
四
条
第
八
項
（
法
第
二
十
七
条
に

(

新
設
）

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
外
国
会
社

報
告
書
を
い
う
。

二
十
一

(

略
）

二
十
一

（
略
）

二
十
一
の
二

外
国
会
社
半
期
報
告
書

法
第
二
十
四
条
の
五
第
七
項
（
法
第

(

新
設
）

二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
規
定
す

る
外
国
会
社
半
期
報
告
書
を
い
う
。

二
十
二
・
二
十
三

(

略
）

二
十
二
・
二
十
三

(

略
）

（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
を
要
し
な
い
旨
の
承
認
申
請
書
の
提
出
の
手
続
等

（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
を
要
し
な
い
旨
の
承
認
申
請
書
の
提
出
の
手
続
等

）

）

第
二
十
五
条

第
九
条
の
規
定
は
、
外
国
特
定
有
価
証
券
の
発
行
者
が
令
第
四
条

第
二
十
五
条

第
九
条
の
規
定
は
、
外
国
特
定
有
価
証
券
の
発
行
者
が
令
第
四
条

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
承
認
申
請
書
を
提
出
す

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
承
認
申
請
書
を
提
出
す

る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

特
定
有
価
証
券
に
係
る
令
第
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項

２

特
定
有
価
証
券
に
係
る
令
第
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

－１－



一
～
六

(

略
）

一
～
六

(

略
）

３
・
４

(

略
）

３
・
４

(

略
）

５

特
定
有
価
証
券
に
係
る
令
第
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項

５

特
定
有
価
証
券
に
係
る
令
第
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
期
間
は
、
四
年
と
す
る
。

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
期
間
は
、
四
年
と
す
る
。

６

特
定
有
価
証
券
に
係
る
令
第
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項

６

特
定
有
価
証
券
に
係
る
令
第
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
・
二

(

略
）

一
・
二

(

略
）

７

(

略
）

７

(

略
）

（
外
国
会
社
報
告
書
の
提
出
要
件
）

第
二
十
七
条
の
二

法
第
二
十
四
条
第
八
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場

（
新
設
）

合
は
、
次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
場
合
と
す
る
。

一

報
告
書
提
出
外
国
会
社

(

法
第
二
十
四
条
第
八
項
に
規
定
す
る
報
告
書
提

出
外
国
会
社
を
い
う
。
次
号
、
第
三
号
及
び
第
二
十
八
条
の
二
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
有
価
証
券
報
告
書
等
（
法
第
二
十
四
条
第
八
項
に
規
定
す
る
有
価

証
券
報
告
書
等
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
代
え
て
外
国
会
社
報

告
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
、
金
融
庁
長
官
が
公
益
又
は
投
資
者
保
護
に
欠
け

る
こ
と
が
な
い
も
の
と
し
て
認
め
る
こ
と
。

二

報
告
書
提
出
外
国
会
社
が
外
国
会
社
報
告
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
お
い
て
、
当
該
外
国
会
社
報
告
書
に
係
る
特
定
期
間
に
係
る
外
国
会
社
半

期
報
告
書
（
当
該
特
定
期
間
が
一
年
で
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
定

期
間
の
直
前
特
定
期
間
に
係
る
外
国
会
社
報
告
書
）
を
提
出
し
て
い
な
い
と

き
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
書
類
の
う
ち
、
当
該
外
国
会
社
報
告
書
を
提
出
す

る
直
前
に
提
出
す
る
も
の
に
、
当
該
書
類
の
提
出
の
後
に
お
い
て
有
価
証
券

－２－



報
告
書
等
に
代
え
て
当
該
外
国
会
社
報
告
書
を
提
出
す
る
旨
の
記
載
が
あ
る

こ
と
。

イ

当
該
外
国
会
社
報
告
書
に
係
る
特
定
有
価
証
券
に
係
る
有
価
証
券
届
出

書
ロ

当
該
外
国
会
社
報
告
書
に
係
る
特
定
期
間
に
係
る
半
期
報
告
書
（
当
該

特
定
期
間
が
一
年
で
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
定
期
間
の
直
前
特

定
期
間
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
）

２

法
第
二
十
四
条
第
八
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

外
国
有
価
証
券
市
場
（
法
第
二
条
第
八
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
外
国
有

価
証
券
市
場
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
開
設
す
る
者

二

外
国
有
価
証
券
市
場
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
外
国
に
開
設
さ
れ
た
法
第
六

十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
の
性
質
を
有
す
る
市

場
を
開
設
す
る
者

（
外
国
会
社
報
告
書
の
提
出
等
）

第
二
十
七
条
の
三

法
第
二
十
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
外
国
会
社
報
告
書
を

（
新
設
）

提
出
し
よ
う
と
す
る
外
国
特
定
有
価
証
券
の
発
行
者
は
、
外
国
会
社
報
告
書
三

通
を
関
東
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
二
十
四
条
第
九
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
以
下
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
外
国
会
社
報
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
の

う
ち
公
益
又
は
投
資
者
保
護
の
た
め
必
要
か
つ
適
当
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令

で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一

第
七
号
の
二
様
式
の
う
ち
「第

一
部

フ
ァ
ン
ド
情
報

」
の
「第

１
フ

－３－



ァ
ン
ド
の
状
況

」
の
「１

フ
ァ
ン
ド
の
性
格

」
の
「
（２

）

フ
ァ
ン
ド

の
仕
組
み

」
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
相
当
す
る
事
項

二

第
七
号
の
二
様
式
の
う
ち
「第

一
部

フ
ァ
ン
ド
情
報

」
の
「第

１
フ

ァ
ン
ド
の
状
況

」
の
「４

手
数
料
等
及
び
税
金

」
に
記
載
す
べ
き
事
項
に

相
当
す
る
事
項

３

法
第
二
十
四
条
第
八
項
に
規
定
す
る
外
国
会
社
報
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い
な

い
事
項
の
う
ち
公
益
又
は
投
資
者
保
護
の
た
め
必
要
か
つ
適
当
な
も
の
と
し
て

内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
七
号
の
二
様
式
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
に

記
載
す
べ
き
事
項
の
う
ち
、
当
該
外
国
会
社
報
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
事

項
を
日
本
語
に
よ
っ
て
記
載
し
た
も
の
と
す
る
。

４

法
第
二
十
四
条
第
九
項
に
規
定
す
る
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

次
の
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一

外
国
会
社
報
告
書
に
次
に
定
め
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ

の
全
文
を
日
本
語
に
よ
っ
て
記
載
し
た
も
の

イ

第
七
号
の
二
様
式
の
う
ち
「第

一
部

フ
ァ
ン
ド
情
報

」
の
「第

１

フ
ァ
ン
ド
の
状
況

」
の
「２

投
資
方
針

」
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
相
当

す
る
事
項

ロ

第
七
号
の
二
様
式
の
う
ち
「第

一
部

フ
ァ
ン
ド
情
報

」
の
「第

１

フ
ァ
ン
ド
の
状
況

」
の
「３

投
資
リ
ス
ク

」
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
相

当
す
る
事
項

ハ

第
七
号
の
二
様
式
の
う
ち
「第

一
部

フ
ァ
ン
ド
情
報

」
の
「第

１

フ
ァ
ン
ド
の
状
況

」
の
「５

運
用
状
況

」
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
相
当

す
る
事
項

ニ

第
七
号
の
二
様
式
の
う
ち
「第

一
部

フ
ァ
ン
ド
情
報

」
の
「第

２

－４－



外
国
投
資
信
託
受
益
証
券
事
務
の
概
要

」
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
相
当
す

る
事
項

ホ

第
七
号
の
二
様
式
の
う
ち
「第

二
部

フ
ァ
ン
ド
の
詳
細
情
報

」
の
「

第
４

フ
ァ
ン
ド
の
経
理
状
況

」
の
「１

財
務
諸
表

」
の
⑴
及
び
⑵
に

記
載
す
べ
き
事
項
に
相
当
す
る
事
項
（
こ
れ
ら
の
作
成
に
関
す
る
重
要
な

会
計
方
針
の
注
記
を
含
む
。
）

二

第
七
号
の
二
様
式
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
と
当
該

事
項
に
相
当
す
る
外
国
会
社
報
告
書
の
記
載
事
項
と
の
対
照
表

５

第
九
条
の
規
定
は
、
外
国
特
定
有
価
証
券
の
発
行
者
が
法
第
二
十
四
条
第
八

項
の
規
定
に
よ
り
外
国
会
社
報
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

６

外
国
特
定
有
価
証
券
の
発
行
者
が
提
出
す
る
外
国
会
社
報
告
書
に
は
、
次
に

に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

書
類
が
日
本
語
に
よ
っ
て
記
載
し
た
も
の
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
訳
文
を
付
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
七
号
の
二
の
二
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
書
面

二

外
国
会
社
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
代
表
者
が
当
該
外
国
会
社
報
告
書
の
提

出
に
関
し
正
当
な
権
限
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

三

当
該
発
行
者
が
、
本
邦
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
、
当
該
外
国
会
社
報
告

書
の
提
出
に
関
す
る
一
切
の
行
為
に
つ
き
当
該
発
行
者
を
代
理
す
る
権
限
を

付
与
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

（
外
国
会
社
報
告
書
の
提
出
期
限
の
承
認
の
手
続
等
）

第
二
十
七
条
の
四

法
第
二
十
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
外
国
会
社
報
告
書
を

(

新
設
）

提
出
し
よ
う
と
す
る
外
国
特
定
有
価
証
券
の
発
行
者
が
令
第
四
条
の
四
た
だ
し

－５－



書
に
規
定
す
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
関
東
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。一

当
該
外
国
会
社
報
告
書
の
提
出
に
関
し
て
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る

期
間

二

当
該
外
国
会
社
報
告
書
に
係
る
特
定
期
間
終
了
の
日

三

当
該
外
国
会
社
報
告
書
の
提
出
に
関
し
て
当
該
承
認
を
必
要
と
す
る
理
由

２

第
九
条
の
規
定
は
、
外
国
特
定
有
価
証
券
の
発
行
者
が
前
項
に
規
定
す
る
承

認
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
承
認
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

定
款
、
約
款
若
し
く
は
規
約
又
は
信
託
契
約
書

二

当
該
承
認
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
当
該
外
国
特
定
有
価
証
券
の
発
行
者
の

代
表
者
が
当
該
承
認
申
請
書
の
提
出
に
関
し
正
当
な
権
限
を
有
す
る
者
で
あ

る
こ
と
を
証
す
る
書
面

三

当
該
発
行
者
が
、
本
邦
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
、
当
該
承
認
申
請
書
提

出
に
関
す
る
一
切
の
行
為
に
つ
き
当
該
外
国
特
定
有
価
証
券
の
発
行
者
を
代

理
す
る
権
限
を
付
与
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

四

当
該
承
認
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
法
令
又
は
慣
行
に
関
す
る
事
項
が
真
実

か
つ
正
確
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
法
律
専
門
家
の
法
律
意
見
書
及
び
当
該

法
律
意
見
書
に
掲
げ
ら
れ
た
関
係
法
令
の
関
係
条
文

４

関
東
財
務
局
長
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当

該
外
国
特
定
有
価
証
券
の
発
行
者
が
、
そ
の
本
国
の
法
令
又
は
慣
行
に
よ
り
、

外
国
会
社
報
告
書
を
当
該
外
国
特
定
有
価
証
券
に
係
る
特
定
期
間
経
過
後
四
月

－６－



以
内
に
提
出
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
申
請
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る

特
定
期
間
（
そ
の
日
が
特
定
期
間
開
始
後
四
月
以
内
（
直
前
特
定
期
間
に
係
る

外
国
会
社
報
告
書
の
提
出
に
関
し
て
当
該
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
当

該
承
認
を
受
け
た
期
間
内
）
の
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
直
前
特
定
期
間
）

か
ら
当
該
申
請
に
係
る
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
理
由
に
つ
い
て
消
滅
又
は

変
更
が
あ
る
こ
と
と
な
る
日
の
属
す
る
特
定
期
間
の
直
前
特
定
期
間
ま
で
の
特

定
期
間
に
係
る
外
国
会
社
報
告
書
に
つ
い
て
、
承
認
を
す
る
も
の
と
す
る
。

５

前
項
の
承
認
は
、
同
項
の
外
国
特
定
有
価
証
券
の
発
行
者
が
毎
特
定
期
間
経

過
後
四
月
以
内
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
関
東
財
務
局

長
に
提
出
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第

二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
面
提
出
前
五
年

以
内
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
同
一
内
容
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
書
面
は
提
出

し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
特
定
期
間
中
に
当
該
承
認
に
係
る
申
請
の
理
由
に
つ
い
て
消
滅
又
は

変
更
が
な
か
っ
た
旨

二

前
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
法
律
専
門
家
の
法
律
意
見
書
及
び
当
該
法

律
意
見
書
に
掲
げ
ら
れ
た
関
係
法
令
の
関
係
条
文

６

第
三
項
及
び
前
項
に
掲
げ
る
書
類
が
日
本
語
に
よ
っ
て
記
載
し
た
も
の
で
な

い
と
き
は
、
そ
の
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
告
の
方
法
）

（
公
告
の
方
法
）

第
二
十
七
条
の
五

(

略
）

第
二
十
七
条
の
二

(

略
）

（
電
子
公
告
に
よ
る
公
告
が
で
き
な
い
場
合
の
承
認
等
）

（
電
子
公
告
に
よ
る
公
告
が
で
き
な
い
場
合
の
承
認
等
）

－７－



第
二
十
七
条
の
六

（
略
）

第
二
十
七
条
の
三

（
略
）

（
公
告
の
中
断
の
内
容
の
公
告
）

（
公
告
の
中
断
の
内
容
の
公
告
）

第
二
十
七
条
の
七

(

略
）

第
二
十
七
条
の
四

(

略
）

（
外
国
会
社
半
期
報
告
書
の
提
出
要
件
）

第
二
十
八
条
の
二

法
第
二
十
四
条
の
五
第
七
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

（
新
設
）

る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
場
合
と
す
る
。

一

報
告
書
提
出
外
国
会
社
が
外
国
会
社
半
期
報
告
書
を
半
期
報
告
書
に
代
え

て
提
出
す
る
こ
と
を
、
金
融
庁
長
官
が
公
益
又
は
投
資
者
保
護
に
欠
け
る
こ

と
が
な
い
も
の
と
し
て
認
め
る
こ
と
。

二

報
告
書
提
出
外
国
会
社
が
、
外
国
会
社
半
期
報
告
書
を
提
出
し
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
外
国
会
社
半
期
報
告
書
に
係
る
特
定
期
間
の
直
前

特
定
期
間
に
係
る
外
国
会
社
報
告
書
を
提
出
し
て
い
な
い
と
き
は
、
次
の
い

ず
れ
か
の
書
類
の
う
ち
、
当
該
外
国
会
社
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
直
前
に

提
出
す
る
も
の
に
、
当
該
書
類
の
提
出
の
後
に
お
い
て
半
期
報
告
書
に
代
え

て
当
該
外
国
会
社
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
旨
の
記
載
が
あ
る
こ
と
。

イ

当
該
外
国
会
社
報
告
書
に
係
る
特
定
有
価
証
券
に
係
る
有
価
証
券
届
出

書
ロ

当
該
外
国
会
社
半
期
報
告
書
に
係
る
特
定
期
間
の
直
前
特
定
期
間
に
係

る
有
価
証
券
報
告
書
）

（
外
国
会
社
半
期
報
告
書
の
提
出
等
）

第
二
十
八
条
の
三

法
第
二
十
四
条
の
五
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
外
国
会
社
半
期

（
新
設
）
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報
告
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
外
国
特
定
有
価
証
券
の
発
行
者
は
、
外
国
会
社

半
期
報
告
書
三
通
を
関
東
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
二
十
四
条
の
五
第
八
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
外
国
会
社
半
期
報
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い

な
い
事
項
の
う
ち
公
益
又
は
投
資
者
保
護
の
た
め
必
要
か
つ
適
当
な
も
の
と
し

て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
十
号
の
二
様
式
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書

に
記
載
す
べ
き
事
項
の
う
ち
、
当
該
外
国
会
社
半
期
報
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い

な
い
事
項
を
日
本
語
に
よ
っ
て
記
載
し
た
も
の
と
す
る

３

法
第
二
十
四
条
の
五
第
八
項
に
規
定
す
る
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一

外
国
会
社
半
期
報
告
書
に
次
に
定
め
る
事
項
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、

そ
の
全
文
を
日
本
語
に
よ
っ
て
記
載
し
た
も
の

イ

第
十
号
の
二
様
式
の
う
ち
「１

フ
ァ
ン
ド
の
運
用
状
況

」
の
「
（１

）

投
資
状
況

」
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
相
当
す
る
事
項

ロ

第
十
号
の
二
様
式
の
う
ち
「１

フ
ァ
ン
ド
の
運
用
状
況

」
の
「
（２

）

運
用
実
績

」
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
相
当
す
る
事
項

ハ

第
十
号
の
二
様
式
の
う
ち
「２

フ
ァ
ン
ド
の
経
理
状
況

」
の
⑴
に
記

載
す
べ
き
事
項
に
相
当
す
る
事
項

二

第
十
号
の
二
様
式
に
よ
る
半
期
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
と
当
該
事
項

に
相
当
す
る
外
国
会
社
半
期
報
告
書
と
の
対
照
表

４

第
九
条
の
規
定
は
、
外
国
特
定
有
価
証
券
の
発
行
者
が
法
第
二
十
四
条
の
五

第
七
項
の
規
定
に
よ
り
外
国
会
社
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

５

外
国
特
定
有
価
証
券
の
発
行
者
が
提
出
す
る
外
国
会
社
半
期
報
告
書
に
は
、
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次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
事
項
が
日
本
語
を
も
っ
て
記
載
し
た
も
の
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
訳
文
を
付

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
十
号
の
二
の
二
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
書
面

二

外
国
会
社
半
期
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
代
表
者
が
当
該
外
国
会
社
半
期
報

告
書
の
提
出
に
関
し
正
当
な
権
限
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

三

当
該
発
行
者
が
、
本
邦
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
、
当
該
外
国
会
社
半
期

報
告
書
の
提
出
に
関
す
る
一
切
の
行
為
に
つ
き
当
該
発
行
者
を
代
理
す
る
権

限
を
付
与
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

－１０－



○ 特 定 有 価 証 券 の 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令（ 平 成 五 年 大 蔵 省 令 第 二 十 二 号）

改 正 案 現 行

第七号の二の二様式 (新設）

【表紙】

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成 年 月 日

【計算期間】 第 期（自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日）

【ファンド名】

【発行者名】

【代表者の役職氏名】

【本店の所在の場所】

【代理人の氏名又は名称】

【代理人の住所又は所在地】

【事務連絡者氏名】

【連絡場所】

【電話番号】

【縦覧に供する場所】 名称

（所在地）

－１－



○ 特 定 有 価 証 券 の 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令（ 平 成 五 年 大 蔵 省 令 第 二 十 二 号）

改 正 案 現 行

第十号の二の二様式 (新設）

【表紙】

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成 年 月 日

【計算期間】 第 期（自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日）

【ファンド名】

【発行者名】

【代表者の役職氏名】

【本店の所在の場所】

【代理人の氏名又は名称】

【代理人の住所又は所在地】

【事務連絡者氏名】

【連絡場所】

【電話番号】

【縦覧に供する場所】 名称

（所在地）

－１－


